
【様式１】「伊丹市立伊丹高等学校食堂運営事業に係る公募型プロポーザル」に関する質問書

※必要に応じて、セル高さの調整や下方への展開を行ってください。

仕様書等

章・項番／表番号

1

実施要領
３・（４）

　現在、伊丹市入札参加資格を持っておりません。１２月２３日の参加受付
締切りまでに申請して資格を得る必要がありますか？

　３（４）に記載する伊丹市の入札参加資格制限又は入札参加停止措置を受けて
いないことが必要で、伊丹市入札参加資格審査申請をする必要はありません。

2

実施要領
８・（２）

　１月１４日のプレゼンテーションについて、試食「１食」準備とありますが、
指定のメニューはありますか？また、何名様分ご用意すればよろしいで
しょうか？

　メニューは定食を指定します。審査員全員に対し、１食の準備をお願いします。

3

仕様書
３・（５）

　全校生徒約７２０人、職員約７０人のうち、１日の食堂利用者数はどのく
らいでしょうか？また、１日あたりの食数と売上金額をご教示ください。

　１日あたりの食堂利用者数は計数していません。1日あたりの食数はおおよそ70
人～100人、売上金額につきましてはおおよそ26,000円です。

4

仕様書
４・（１）

　履行期間が令和８年４月１日から令和９年３月３１日とありますが、１年ご
との契約になりますか？令和９年４月１日以降の契約方法は随意契約、入
札（単年度、複数年度）など、どのようになりますか？

　施設の使用については、契約ではなく使用許可を行います。そのため、年度ごと
の使用許可申請をしていただくことになります。来年度以降については、選定した
同一事業者へ使用許可することを想定しており、そのことを含め協定書を締結す
ることとしています。

5

仕様書
５・（２）

　伊丹市行政財産使用料条例についてお伺いします。自販機などを設置
する際の１㎡当たりの使用料金をご教示ください。

　使用料の１㎡あたりの単価は19,254円/年（令和7年度）です。

6

仕様書
９・（３）

　「定期的な健康診断」とありますが、受診対象者と受診項目をご教示くだ
さい。また「定期的」とはどのくらいの頻度でしょうか？

　受診対象者は本校食堂に常時従事する者、また、受診項目については、労働安
全衛生規則第44条を確認ください。

7

仕様書
１４・（４）

毎月の業務報告書を提出いたしますが、所定のフォーマットはあります
か？

　別添のとおりです。

8

仕様書
１４・（５）

　前年度における業務報告書、収支報告書及び決算報告書を提出いたし
ますが、これは御校での業務における報告書でしょうか。それとも弊社の
全体的な報告書でしょうか。

　業務報告書及び収支報告書は、本校運営に係るものについて、また、決算報告
書は、貴社全体に係るものについて提出ください。

9

厨房設備一覧表 　ご提示いただいた厨房設備はすべて利用可能な状態でしょうか。また、
提供用の食器、茶碗などの種類と数量をご教示ください。

　厨房設備は、アイス冷凍ショーケースについては利用できないですが、他の設
備については利用可能な状態です。食器類については、おおよその数量を別添
のとおり示しています。
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